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○鹿嶋市土砂等による土地の埋立て，盛土及びたい積の規制に関する条例 

平成４年９月２５日 

条例第１４号 

注　平成２０年１２月から改正経過を注記した。 

（目的） 

第１条　この条例は，土砂等による土地の埋立て，盛土及びたい積（以下「土地の埋

立て等」という。）によって生ずる生活環境の悪化を防止するため，必要な規制を

行うことにより，市民の安全と良好な生活環境を保全することを目的とする。 

（平２２条例１８・令７条例９・一部改正） 

（定義） 

第２条　この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１）土砂等　土砂及びこれに混入し，又は付着した物で，廃棄物の処理及び清掃

に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「廃棄物処理法」という。）第

２条第１項に規定する廃棄物の範囲に属さないすべてのものをいう。 

（２）改良土　土（泥土を含む。）にセメントや石灰を混合し，化学的安定処理を

行い土質改良したものをいう。 

（３）事業　土地の埋立て等（製品の製造又は加工のための原材料のたい積で規則

で定めるものを除く。）を行う行為をいう。 

（４）事業区域　事業を施行する土地の区域をいう。 

（５）事業主等　土地の埋立て等の事業を施行する者及び事業区域内の土地の所有

者，占有者又は管理者をいう。 

（平２０条例４１・平２２条例１８・令３条例４・一部改正） 

（適用範囲） 

第３条　この条例は，事業区域の面積が３，０００平方メートル以下の事業について

適用する。 

２　前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する事業に対しては適用し

ない。 

（１）土地の造成その他これに類する行為を行う土地の区域内において行う事業で

あって，当該区域内において発生した土砂等のみを用いて行われる事業 

（２）国，地方公共団体が行う事業又は規則で定める事業 

（３）他の法令の規定による許可等の処分その他の行為に係る土地の埋立て等であ

って，規則で定める事業 

（４）自らの居住又は使用の用に供する建築物の建築を行おうとする者（当該建築

物に係る建築確認（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１項又は

第６条の２第１項に規定する確認をいう。）を受けた者に限る。）が，第６条第

２号に規定する基準に適合し，かつ，改良土を除いた土砂等により行う事業であ
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って，事業区域の面積が１，０００平方メートル未満の事業。ただし，事業区域

の面積が１，０００平方メートル未満の事業であっても，当該事業区域に隣接す

る土地において，当該事業を行う日前１年以内に事業が行われ，若しくは現に行

われている場合，又は当該事業区域と一体をなす土地において，既に事業が行わ

れ，若しくは現に行われている場合は，当該事業区域と合算した面積が１，００

０平方メートル以上となるものを除く。 

（５）前各号に掲げるもののほか，規則で定める事業 

（平２２条例１８・全改，令３条例４・令７条例９・一部改正） 

（市及び事業主等の責務） 

第４条　市は，区域内における土地の埋立て等の状況を把握し，土地の埋立て等が適

正に行われるよう必要な措置を講じなければならない。 

２　事業主等は，次に掲げる責務を果たさなければならない。 

（１）土地の埋立て等を行う者は，事業を施行するに当たって，生活環境の悪化に

伴う土壌の汚染防止に努めるとともに，当該事業の施行に係る苦情又は紛争等が

生じたときは，誠意をもってその解決に当たらなければならない。また，事業施

行中に事故が発生したときは，直ちに必要な措置を講じなければならない。 

（２）土地の埋立て等を行う者に対して土地を提供しようとする者は，土壌の汚染

が発生するおそれのないことを確認し，このおそれのある事業に対して当該土地

を提供することのないように努め，さらに適正な土地の埋立て等が行われるよう

必要な配慮をしなければならない。 

３　土砂等を運搬する事業を行う者は，土地の埋立て等による土壌の汚染が発生する

おそれのある土砂等を運搬することのないように努めなければならない。 

４　土砂等を発生させる者は，土砂等の発生を抑制するよう努めるとともに，発生さ

せる土砂等により，土地の埋立て等が行われる場合にあっては，当該土地の埋立て

等を行う者により適正な土地の埋立て等が行われるよう努めなければならない。 

（平２０条例４１・全改，平２２条例１８・令７条例９・一部改正） 

（事前協議） 

第４条の２　土地の埋立て等の事業を施行しようとする者は，次条又は第８条の規定

による許可の申請を行う前に，規則で定めるところにより，市長と事前協議をしな

ければならない。 

（平２２条例１８・追加） 

（事業の許可） 

第５条　事業主等は，事業を施行しようとするときは，規則で定めるところにより，

当該事業について市長の許可を受けなければならない。 

２　市長は，前項の許可に，生活環境を保全するため，必要な条件を付することがで

きる。 

（令７条例９・一部改正） 
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（許可の基準） 

第６条　市長は，前条第１項の規定による許可申請が，次の各号に適合していると認

めるときでなければ，許可をしてはならない。 

（１）その事業に用いる土砂等の性質が，改良土を除く建設業に属する事業を行う

者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令（平成３年

建設省令第１９号）別表第１に掲げる第１種建設発生土，第２種建設発生土又は

第３種建設発生土に該当するものであること。ただし，市長が特に認めた場合は，

この限りでない。 

（２）その事業に用いる土砂等の有害物質（鉛，ひ素，トリクロロエチレンその他

の物質であって，それが土壌に含まれることに起因して人の健康にかかる被害を

生ずるおそれがあるものとして，規則で定めるものをいう。）による汚染の状態

が，規則で定める基準に適合していること。 

（３）その事業に用いる土砂等について，茨城県内から発生したものであること。

ただし，市長が特に認めた場合は，この限りでない。 

（４）その事業区域の周辺の生活環境の保全に関する計画が規則で定める基準に適

合しているものであること。 

（５）事業主等が次のいずれにも該当しないこと。 

ア心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として規則で定める

もの 

イ破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

ウ拘禁刑以上の刑に処せられ，その執行を終わり，又は執行を受けることがなく

なった日から５年を経過しない者 

エ廃棄物処理法，浄化槽法（昭和５８年法律第４３号），この条例その他生活環

境の保全を目的とする法令若しくは条例で規則で定めるもの若しくはこれらの

法令若しくは条例に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律（平成３年法律第７７号。第３２条の３第７項及び第３２条の１１

第１項を除く。）の規定に違反し，又は刑法（明治４０年法律第４５号）第２

０４条，第２０６条，第２０８条，第２０８条の２，第２２２条若しくは第２

４７条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律（大正１５年法律第６０号）

の罪を犯し，罰金の刑に処せられ，その執行を終わり，又は執行を受けること

がなくなった日から５年を経過しない者 

オ廃棄物処理法第７条の４第１項（第４号に係る部分を除く。）若しくは第１４

条の３の２第１項（第４号に係る部分を除く。）（廃棄物処理法第１４条の６

において読み替えて準用する場合を含む。）又は浄化槽法第４１条第２項の規

定により許可を取り消され，その取消しの日から５年を経過しない者（当該許

可を取り消された者が法人であるとき（廃棄物処理法第７条の４第１項第３号

又は第１４条の３の２第１項第３号（廃棄物処理法第１４条の６において準用
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する場合を含む。）に該当することにより許可が取り消されたときを除く。）

は，当該取消しの処分に係る行政手続法（平成５年法律第８８号）第１５条の

規定による通知があった日前６０日以内に当該法人の役員（業務を執行する社

員，取締役，執行役又はこれらに準ずる者をいい，相談役，顧問その他いかな

る名称を有する者であるかを問わず，法人に対し業務を執行する社員，取締役，

執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者

を含む。以下この号において同じ。）であった者で当該取消しの日から５年を

経過しない者を含む。） 

カ廃棄物処理法第７条の４第１項若しくは第１４条の３の２第１項（廃棄物処理

法第１４条の６において読み替えて準用する場合を含む。）又は浄化槽法第４

１条第２項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第１５条の規定

による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する

日までの間に廃棄物処理法第７条の２第３項（廃棄物処理法第１４条の２第３

項及び第１４条の５第３項において読み替えて準用する場合を含む。キにおい

て同じ。）の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若

しくは処分（再生することを含む。）の事業のいずれかの事業の全部の廃止の

届出又は浄化槽法第３８条第５号に該当する旨の同条の規定による届出をした

者（当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）で，当該届出の日

から５年を経過しないもの 

キカに規定する期間内に廃棄物処理法第７条の２第３項の規定による一般廃棄物

若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業

の全部の廃止の届出又は浄化槽法第３８条第５号に該当する旨の同条の規定に

よる届出があった場合において，カの通知の日前６０日以内に当該届出に係る

法人（当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。）の役員若しく

は規則で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人（当該事業の廃止に

ついて相当の理由がある者を除く。）の規則で定める使用人であった者で，当

該届出の日から５年を経過しないもの 

ク第１３条の規定により許可を取り消され，その取消しの日から５年を経過しな

い者（当該許可を取り消された者が法人である場合においては，当該取消しの

処分に係る鹿嶋市行政手続条例（平成１１年条例第１７号）第１５条の規定に

よる通知があった日前６０日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの

日から５年を経過しない者を含む。） 

ケ第１３条の規定による許可の取消しの処分に係る鹿嶋市行政手続条例第１５条

の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決

定する日までの間に第９条第１項第２号の規定による廃止の届出をした者（当

該廃止について相当の理由がある者を除く。）で，当該届出の日から５年を経

過しないもの 



5/13

コケに規定する期間内に第９条第１項第２号の規定による廃止の届出があった場

合において，ケの通知の日前６０日以内に当該届出に係る法人（当該廃止につ

いて相当の理由がある法人を除く。）の役員若しくは規則で定める使用人であ

った者又は当該届出に係る個人（当該廃止について相当の理由がある者を除く。）

の規則で定める使用人であった者で，当該届出の日から５年を経過しないもの 

サ第１８条第２項の規定により事業の停止を命ぜられ，その停止の期間が経過し

ない者（当該命令を受けた者が法人であるときは，当該命令の日に当該法人の

役員であった者を含む。） 

シ第１７条第２項又は第１８条第１項又は第２項の規定による命令（同項の規定

による事業の停止の命令を除く。）を受け，その命令に係る措置が完了してい

ない者（当該命令を受けた者が法人であるときは，当該命令の日に当該法人の

役員であった者を含む。） 

ス土地の埋立て等に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足

りる相当の理由がある者 

セ鹿嶋市暴力団排除条例（平成２４年条例第５号。以下「暴排条例」という。）

第２条第３号に規定する暴力団員等（以下「暴力団員等」という。）に該当す

る者 

ソ暴排条例第２条に規定する暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係

を有する者 

タ営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人（法

定代理人が法人であるときは，その役員を含む。）がアからソまでのいずれか

に該当する者 

チ法人でその役員又は規則で定める使用人のうちにアからソまでのいずれかに該

当する者のあるもの 

ツ個人で規則で定める使用人のうちにアからソまでのいずれかに該当する者のあ

るもの 

テ暴力団員等がその事業活動を支配する者 

（平２０条例４１・全改，平２２条例１８・平２６条例１２・平２７条例２

１・令３条例４・令７条例４・令７条例９・一部改正） 

（事業の開始） 

第７条　事業主等は，第５条第１項の規定による許可を受けた事業を開始しようとす

るときは，事業開始の１５日前までに，規則で定めるところにより，その旨を市長

に届け出なければならない。 

（令３条例４・一部改正） 

（事業の変更） 

第８条　第５条第１項の規定による許可を受けた事業主等（以下「許可事業者」とい

う。）は，許可を受けた事項を変更しようとするときは，規則で定めるところによ
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り市長の許可を受けなければならない。ただし，規則で定める軽微な変更について

は，この限りでない。 

２　第５条第２項及び第６条の規定は，前項の許可について準用する。 

（平２２条例１８・令３条例４・一部改正） 

（事業休止等の届出） 

第９条　許可事業者は，次の各号に掲げる場合は，規則で定めるところにより，あら

かじめその旨を市長に届け出なければならない。 

（１）事業を３０日以上休止し，又はその事業を再開しようとするとき。 

（２）事業を廃止しようとするとき。 

２　市長は，前項の規定による届出があったときは，遅滞なく，当該届出に係る事業

が当該事業に係る事業区域，事業計画その他許可を受けた事項又は第６条各号に定

める許可の基準に適合しているかどうかについて確認を行うものとする。 

（平２０条例４１・平２２条例１８・令３条例４・一部改正） 

（事業完了の届出） 

第１０条　許可事業者は，当該事業が完了したときは，規則で定めるところにより，

遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。 

２　前条第２項の規定は，前項の届出があった場合について準用する。 

（平２２条例１８・令３条例４・一部改正） 

（名義貸しの禁止） 

第１１条　許可事業者は，自己の名義をもって，他人に事業を施行させてはならない。 

（平２２条例１８・一部改正） 

（地位の承継） 

第１２条　許可事業者について相続又は合併若しくは分割があった場合においては，

相続人又は合併後存続する法人，合併により設立した法人若しくは分割により当該

土地の埋立て等を行う権限を承継した法人は，当該許可を受けた事業主等の地位を

承継する。 

２　前項の規定により事業主等の地位を承継した者は，規則で定めるところにより，

遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。 

（平２２条例１８・令３条例４・一部改正） 

（施工管理者の設置等） 

第１２条の２　許可事業者は，当該許可に係る土地の埋立て等の事業区域の周辺地域

の生活環境の保全のために必要な施工上の管理をつかさどる者（以下「施工管理者」

という。）を置かなければならない。 

２　許可事業者は，当該許可に係る土地の埋立て等の事業を施行するときは，施工管

理者に，当該事業区域の周辺地域の生活環境の保全のために必要な施工上の管理を

させなればならない。 

（平２２条例１８・追加，令７条例９・一部改正） 
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（許可の取消し） 

第１３条　市長は，許可事業者に対し，次の各号のいずれかに該当する場合は，その

許可を取り消すことができる。 

（１）偽りその他不正な手段により，第５条第１項又は第８条第１項の許可を受け

た場合 

（２）第５条第２項又は第８条第２項の規定による許可条件に違反した場合 

（３）第６条各号に定める許可の基準に違反した場合 

（４）第８条第１項の規定に違反して事業を行った場合 

（５）第１１条の規定に違反した場合 

（６）第１７条第２項又は第１８条第２項の規定による命令に違反した場合 

２　市長は，許可を受けた事業主等が，正当な理由がなく，第５条第１項の許可を受

けた日から起算して６か月以内に当該許可に係る土地の埋立て等に着手せず，又は

引き続き６か月以上当該許可に係る土地の埋立て等を休止したときは，当該許可を

取り消すことができる。 

（平２０条例４１・平２２条例１８・平２６条例１２・令３条例４・一部改

正） 

（標識等の設置） 

第１４条　許可事業者は，事業の施行期間中，事業区域に規則で定める標識等を設置

しなければならない。 

（平２２条例１８・一部改正） 

（報告事項） 

第１５条　許可事業者は，規則で定めるところにより，当該事業の進行状況その他必

要な事項を，３か月ごとに市長に報告しなければならない。 

（平２２条例１８・全改，令３条例４・一部改正） 

（立入検査） 

第１６条　市長は，この条例の施行に必要な限度において，その職員に事業区域その

他関係箇所に立ち入り，施設，帳簿，書類その他の物件等を検査させ，又は関係人

に質問させることができる。 

２　前項の規定により立入検査をする職員は，その身分を示す証明書を携帯し，関係

人に提示しなければならない。 

３　第１項の規定による立入検査又は質問の権限は，犯罪捜査のために認められたも

のと解釈してはならない。 

（平２０条例４１・一部改正） 

（改善勧告等） 

第１７条　市長は，許可事業者が事業区域，事業計画その他許可を受けた事項又は第

６条各号に定める許可の基準に違反して事業を施行しているときは，事業主等に対

して期限を定めて改善措置を勧告することができる。 
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２　市長は，事業主等が前項の勧告に従わないときは，当該事業の停止を命じ，又は

期限を定めて，必要な措置を命ずることができる。 

（平２０条例４１・平２２条例１８・一部改正） 

（措置命令等） 

第１８条　市長は，第５条第１項の規定に違反して事業を施行している事業主等に対

し，当該事業の中止を命じ，又は期限を定めて当該事業に係る土砂等の除去その他

必要な措置を執るべきことを命ずることができる。 

２　市長は，次の各号のいずれかに該当するときは，許可事業者に対し，第５条第２

項（第８条第２項において準用する場合を含む。）の規定により許可に付した条件

を変更し，又は期間を定めて当該許可に係る事業の停止を命じ，若しくは期限を定

めて当該事業に係る土砂等の除去その他必要な措置を執るべきことを命ずることが

できる 

（１）事業が，当該事業に係る事業区域，事業計画その他許可を受けた事項又は第

６条各号に定める許可の基準に適合していないと認めるときであって，前条第１

項の規定による改善勧告がなされていないとき。 

（２）第１３条第１項第１号，第２号，第４号又は第５号のいずれかに該当すると

き。 

（３）生活環境保全のため緊急の必要があると認めるとき。 

（令３条例４・全改，令７条例９・一部改正） 

（違反事実の公表） 

第１９条　市長は，事業主等が第１７条第２項又は前条第１項若しくは第２項の規定

による命令に違反したときは，その事実を公表することができる。 

（令３条例４・一部改正） 

（官公署等への協力要請） 

第２０条　市長は，この条例に関する調査について必要があるときは，関係行政機関

に照会し，協力を求めることができる。 

（平２０条例４１・追加） 

（委任） 

第２１条　この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。 

（平２０条例４１・旧第２０条繰下） 

（罰則） 

第２２条　次の各号のいずれかに該当する者は，２年以下の拘禁刑又は１００万円以

下の罰金に処する。 

（１）第５条第１項の規定による許可を受けないで事業を行った者 

（２）第８条第１項の規定による許可を受けないで許可に係る事項を変更して事業

を行った者 
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（３）偽りその他不正な手段により，第５条第１項又は第８条第１項の許可を受け

た者 

（４）第１７条第２項又は第１８条第１項若しくは第２項の規定による命令に違反

した者 

２　次の各号のいずれかに該当する者は，５０万円以下の罰金に処する。 

（１）第１５条の規定による報告をせず，又は虚偽の報告をした者 

（２）第１６条第１項の規定による検査を拒み，妨げ，若しくは忌避し，又は同項

の規定による質問に対して答弁せず，若しくは虚偽の答弁をした者 

３　次の各号のいずれかに該当する者は，３０万円以下の罰金に処する。 

（１）第９条第１項，第１０条第１項又は第１２条第２項の規定による届出をしな

かった者 

（２）第１１条の規定に違反した者 

（３）第１４条の規定に違反した者 

（平２０条例４１・旧第２１条繰下・全改，平２２条例１８・令３条例４・

令７条例４・一部改正） 

（両罰規定） 

第２３条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人，使用人その他の従業者が，そ

の法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは，行為者を罰するほか，そ

の法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。 

（平２０条例４１・旧第２２条繰下） 

附　則 

（施行期日） 

１　この条例は，平成４年１２月１日から施行する。 

（経過措置） 

２　この条例施行の際，現に着手している事業については，この条例の規定は適用し

ない。 

３　この条例施行の際，現に着手している事業について，事業主等は，この条例の施

行の日から起算して３０日以内に規則で定める届出をしなければならない。 

（編入に伴う経過措置） 

４　鹿島郡大野村編入の日前の旧大野村区域については，編入の日から３年間に限り，

第３条の規定にかかわらず，適用範囲を３００平方メートルとする。 

５　鹿島郡大野村編入の日前に，旧大野村土砂等による土地の埋立て，盛土及びたい

積の規制に関する条例（平成４年条例第１１号。以下「旧村条例」という。）の規

定によりなされた手続，処分その他の行為は，この条例の相当規定によりなされた

ものとみなす。 

６　鹿島郡大野村編入の日前にした旧村条例に違反する行為に対する罰則の適用につ

いては，同条例の例による。 
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附　則（平成７年９月１日条例第３７号） 

この条例は，平成７年９月１日から施行する。 

附　則（平成１１年９月２２日条例第１７号）抄 

（施行期日） 

１　この条例は，平成１２年４月１日から施行する。 

附　則（平成１６年３月２３日条例第１４号） 

（施行期日） 

１　この条例は，平成１６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２　この条例の施行の際現に着手している事業区域面積が５，０００平方メートル以

上の事業についてこの条例の施行前にした行為に対する罰則の適用は，なお従前の

例による。 

附　則（平成２０年１２月１９日条例第４１号） 

（施行期日） 

１　この条例は，平成２１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２　この条例による改正後の鹿嶋市土砂等による土地の埋立て，盛土及びたい積の規

制に関する条例の規定は，この条例の施行の日以後に申請を行う土地の埋立て，盛

土及びたい積について適用する。 

附　則（平成２２年６月２４日条例第１８号） 

（施行期日） 

１　この条例は，平成２２年８月１日から施行する。 

（経過措置） 

２　この条例の施行の際，現に第５条第１項の許可を受けて土地の埋立て等を行って

いる者は，この条例の施行の日から１ヶ月間は，当該事業を行うことができる。 

附　則（平成２６年３月１９日条例第１２号） 

（施行期日） 

１　この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２　この条例による改正後の鹿嶋市土砂等による土地の埋立て，盛土及びたい積の規

制に関する条例（以下「改正後の条例」という。）の規定は，この条例の施行の日

以降に申請を行う土地の埋立て，盛土及びたい積について適用する。 

３　この条例の施行の際，現に改正前の条例第５条第１項の規定による許可を受けて

いる者に対する改正後の条例第１３条の規定による許可の取消しに関するこの条例

の施行前に生じた事由については，なお従前の例による。 

附　則（平成２７年３月１９日条例第２１号） 

この条例は，平成２７年４月１日から施行する。 
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附　則（令和３年３月２４日条例第４号） 

（施行期日） 

１　この条例は，令和３年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２　この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前にこの条例による改正前の鹿

嶋市土砂等による土地の埋立て，盛土及びたい積の規制に関する条例（以下「改正

前の条例」という。）第５条第１項又は第８条第１項の規定によりされた許可の申

請であって，この条例の施行の際，許可又は不許可の処分がされていないものにつ

いての許可又は不許可の処分については，なお従前の例による。 

３　この条例の施行の際現に改正前の条例第５条第１項の許可を受けている者（前項

の規定により，なお従前の例によることとされ，許可を受けた者を含む。第５項及

び第６項において同じ。）は，施行日にこの条例による改正後の鹿嶋市土砂等によ

る土地の埋立て，盛土及びたい積の規制に関する条例（以下「改正後の条例」とい

う。）第５条第１項の許可を受けたものとみなす。 

４　施行日前に改正前の条例の規定によってされた処分その他の行為は，この附則に

定めるもののほか，改正後の条例中にこれに相当する規定があるときは，改正後の

条例によってされたものとみなす。 

５　この条例の施行の際現に改正前の条例第５条第１項の許可を受けている者に対す

る改正後の条例第１３条第１項及び第２項の規定による許可の取消しに関しては，

この条例の施行前に生じた事由については，なお従前の例による。 

６　この条例の施行の際現に改正前の条例第５条第１項の許可を受けている者に対す

る改正後の条例第１８条第２項第１号の規定による停止命令又は措置命令に関して

は，この条例の施行前に生じた事由については，なお従前の例による。 

７　この条例の施行の際現に改正前の条例第１８条の規定によりなされた停止命令若

しくは措置命令（以下この項において「処分」という。）のうち，改正前の条例第

５条第１項又は第８条第１項の規定による許可を受けずに事業を施行した事業主等

に対してなされた処分は改正後の条例第１８条第１項の規定によりなされた中止命

令若しくは措置命令とみなし，改正前の条例第５条第２項又は第８条第２項の規定

による許可条件に違反して事業を施行した事業主等に対しなされた処分は改正後の

条例第１８条第２項の規定によりなされた停止命令若しくは措置命令とみなす。 

８　施行日前に改正前の条例の規定により申請その他の手続をしなければならない事

項で，施行日前にその手続がされていないものについては，この附則に定めるもの

のほか，改正後の条例の相当規定により申請その他の手続をしなければならない事

項についてその手続がされていないものとみなして，改正後の条例の規定を適用す

る。 

（罰則に関する経過措置） 
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９　施行日前にした行為及び附則の規定において従前の例によることとされる場合に

おけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については，なお従前の例

による。 

附　則（令和７年３月１８日条例第４号）抄 

（施行期日） 

第１条　この条例は，令和７年６月１日から施行する。 

（罰則の適用等に関する経過措置） 

第２条　この条例の施行前にした行為の処罰については，なお従前の例による。 

２　この条例の施行後にした行為に対して，他の条例の規定によりなお従前の例によ

ることとされ，なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規

定の例によることとされる罰則を適用する場合において，当該罰則に定める刑に刑

法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６７号。以下「刑法等一部改正法」と

いう。）第２条の規定による改正前の刑法（明治４０年法律第４５号。以下この項

において「旧刑法」という。）第１２条に規定する懲役（以下「懲役」という。）

（有期のものに限る。以下この項において同じ。），旧刑法第１３条に規定する禁

錮（以下「禁錮」という。）（有期のものに限る。以下この項において同じ。）又

は旧刑法第１６条に規定する拘留（以下「旧拘留」という。）が含まれるときは，

当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁

刑と，旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。 

（人の資格に関する経過措置） 

第３条　拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例に

よることとされ，なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の

規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については，無期

拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と，有期拘禁刑に処せられた者は

刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と，拘留に処せられた者は刑期を同じく

する旧拘留に処せられた者とみなす。 

附　則（令和７年３月１８日条例第９号） 

１　この条例は，令和７年４月１日から施行する。 

２　この附則に別段の定めのあるもののほか，この条例の施行の際現にこの条例によ

る改正前の鹿嶋市土砂等による土地の埋立て，盛土及びたい積の規制に関する条例

（以下「改正前の条例」という。）第５条第１項の規定による許可を受けている者

であって，現に当該許可に係る土地の埋立て等に着手しているものについては，な

お従前の例による。 

３　この条例の施行の際現に改正前の条例第５条第１項の規定による許可を受けてい

る者であって，当該許可に係る土地の埋立て等に着手していないものは，この条例

の施行の日に，この条例による改正後の鹿嶋市土砂等による土地の埋立て，盛土及
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びたい積の規制に関する条例（以下「改正後の条例」という。）第５条の許可を受

けたものとみなす。 

４　この条例の施行前にした行為及び附則第２項の規定によりなお従前の例によるこ

ととされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用について

は，なお従前の例による。 

５　この条例の施行前にされた改正前の条例第５条第１項の規定による許可の申請で

あって，この条例の施行の際に許可又は不許可の処分がされていないものは，改正

後の条例第５条第１項による許可の申請とみなす。 

６　施行日前に改正前の条例により既に許可を受けている者であって，この条例の施

行後に条例第８条第１項の規定による許可の申請をした者の許可又は不許可の処分

については，盛土規制法第１２条第１項，第３０条第１項による許可を要する場合，

改正後の条例第８条第１項の規定による許可又は不許可がされたものとみなす。 


